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１ 件名 

こどもの虐待防止推進及びヤングケアラー普及啓発業務一式 

 

２ 目的 

（１）令和４年度中に全国の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は219,170件（速報

値）と、３年連続で20万件を超え、過去最多となっている。また、こどもの生命が奪われる

など重大な児童虐待事件も後を絶たず、児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき喫緊の課

題である。 

こうしたことを踏まえ、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正

する法律（令和元年法律第46号）において、体罰が許されないものであることが法定化さ

れ、令和２年４月から施行されているところである。 

本事業では、年間を通じて、また毎年11月に実施する「秋のこどもまんなか月間」の取組

の一つである「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」においては特に集中的

に、児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９
いちはやく

」、「親子のための相談LINE」、「体罰等によら

ない子育て」等をはじめとした児童虐待防止に関して様々な広報展開を行うことにより、児

童虐待問題や体罰等によらない子育て等に対する社会的関心を高め、もってその推進に寄与

することを目的とする。 

（２）本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども「ヤ

ングケアラー」は、その責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまう

ことがあるが、家庭内のデリケートな問題に関わること、本人や家族に支援が必要である自

覚がないケースもあるといった理由から、支援が必要であっても表面化しにくい構造となっ

ている。 

このため、厚生労働副大臣と文部科学副大臣を共同議長とする「ヤングケアラーの支援に

向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」が令和３年５月、今後取り組む

べき施策をとりまとめた報告書において、令和４年度から３年間をヤングケアラーの社会的

認知度向上の「集中取組期間」に据えていることを踏まえ、まずは中高生の認知度５割を目

指し、集中的な広報啓発を実施し、ヤングケアラーに気づき、声をかけ、手を差し伸べるこ

とができる社会風土を築くことを目的とする。 

 

３ 方針 

（１）児童虐待防止のためには、こどもだけでなく、ママ、パパの子育てを社会全体で支えるこ

とが重要であり、子育て世代に対し「親子のための相談 LINE」の利用や、「体罰等によらな

い子育て」への学びを促す広報を行い、児童虐待の未然防止につなげる。また、こどもや子

育て世代を含む周囲の方々に対して、「児童虐待かも」と感じたら「１８９
いちはやく

」にためらわず

連絡することが、こどもだけでなく、ママやパパも助けることにつながることへの理解を促

し、社会全体で子育てを支える風土を築く。 

（２）ヤングケアラー当事者やその周囲の方々に対し、ヤングケアラーという言葉の認知に加え、

正しい理解を促すため、家庭環境の変化により誰にでも起こりうる問題である点（自分ゴト

化）を踏まえた広報を行い、ヤングケアラーに気づき、声をかけ、手を差し伸べることがで

きる社会風土を築く。 

 

４ 訴求対象 

（１）こども及び子育て世代を中心とした国民全般 

（２）小学生～大学生を中心とした国民全般 

 

５ 訴求ポイント 

（１）児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９
いちはやく

」に電話をすれば、近くの児童相談所につながるこ
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と及び「児童虐待かも」と思ったらすぐに連絡してほしいこと。 

「親子のための相談 LINE」は、子育てや親子関係について悩んだときに、18歳未満のこど

もとその保護者の方などがオンライン上で気軽に相談できるコンテンツであり、こどもや家

庭がより親しみやすく利用できるようにすること。 

また、体罰はこどもの心身の成長・発達に悪影響を与える可能性があることから、体罰等

によらない子育てを社会に浸透させ、機運を醸成することが重要であり、子育ての悩みを保

護者だけで抱えるのではなく、「親子のための相談 LINE」や、居住する地域の市区町村のこ

ども家庭センター等に相談するようにすること。 

なお、訴求に当たっては、こどもに体罰をしてしまった保護者を責めてしまい、追い込ん

でしまうことや虐待の被害者に非があると受け取られないように配慮すること。 

（２）「ヤングケアラー」＝「かわいそう」「悪いこと」といったネガティブな印象を与えないこ

とや、ヤングケアラーの気持ちに寄り添った施策となるよう、当事者や元当事者の意見を踏

まえるなど、表現には特に注意すること。 

また、「こどもが担うべきではないケア」の社会的理解を促進し、ヤングケアラーが孤立

せず、友人や周囲の大人、支援者団体等と「つながる」、そして「将来の選択肢を増やせる」

きっかけとなるよう、各自治体の相談窓口や支援者団体等によるピアサポート等の「支援の

輪」と連動した企画とすること。 

 

６ 契約期間 

契約締結日 ～ 令和７年３月31日（月） 

 

７ 事業内容 

（１）総合事項 

① 運営事務局の設置 

本事業に係る運営事務局を設置し、年間スケジュールの作成、こども家庭庁及びこどもの

虐待防止推進全国フォーラムの共催自治体等の関係機関との調整、ホームページの運用、浸

透効果を測定する指標・目標値・達成手段の事前評価、目標値達成度の事後検証など、総合

的な企画立案・進行管理等を行うこと。 

また、運営事務局は、以下に掲げる事業を実施するにあたり必要となる外部との連絡・調

整、問合せ等に対応することとし、問合せ先については、受託者の電話番号及びメールアド

レス等を使用すること。 

なお、本業務を確実に履行するため、運営事務局には、以下の人員を最低限配置（項目間

の兼任可）することとし、本業務に専任する者がある場合は、その旨を明記すること。 

・運営統括責任者（１名） 

・運営統括責任者補佐（こどもの虐待防止推進担当）（１名） 

・運営統括責任者補佐（ヤングケアラー担当）（１名） 

・クリエイティブ主任担当者（１名） 

・発信・広報展開等主任担当者（１名） 

・イベント・フォーラム実施主任担当者（１名） 

・事業分析主任担当者（１名） 

 

② 外部アドバイザーの設置 

本事業に係る適切な運営を行うため、事業内容に精通した外部有識者をアドバイザーとし

て、少なくとも２名（こどもの虐待防止推進担当１名、ヤングケアラー担当１名）設置する

こと。旅費・諸謝金については以下の点に留意すること。なお、謝金の支払いについては

（別添２）のとおりとすること。 

・本事業の契約額とは別に支払うこととし、契約締結後、所要見込額を提出するものとす

る。ただし、その他の必要な経費は、本事業の契約額に含めること。なお、謝金について
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は（別添２）のとおりとする。 

・旅費（鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料）の支払いについては、「国家公務

員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第114号）」に準じた金額とする。 

・謝金の支払いについては、「謝金の標準支払基準（平成21年７月１日各府省等申合

せ）」に記載の基準に準じた金額とする。 

 

③ 進行管理、成果報告 

本事業の円滑な実施を図るため、事業状況について、１か月に１回以上、こども家庭庁支

援局虐待防止対策課（以下「虐待防止対策課」という。）に共有・協議すること。 

また、各事業実施後は、事業の浸透効果等について、分析・評価等を虐待防止対策課に報

告すること。 

 

（２）こどもの虐待防止推進 

「４ 訴求対象（１）」に向け、掲げた「３ 方針（１）」及び「５ 訴求ポイント

（１）」を参考に、次の①～⑤の事項について提案すること。なお、クリエイティブの各校正

については、外部アドバイザーに意見を求めた上で虐待防止対策課の指示に従うこと。 

 

① クリエイティブ（ポスター・リーフレット）の制作、印刷、梱包・発送 

ア 制作 

児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９
いちはやく

」及び「親子のための相談LINE」の社会的認知

度を向上させるとともに、体罰は許されないことを伝え、更に、社会全体が「子育て」

に対して温かく接することができるような構成で制作すること。制作物は、関係機関へ

の配布のみならず、特設Webサイトへの掲載（ダウンロード可）を前提とすること。 

 

イ 印刷 

規格については次のとおりとする。数量については、都道府県、市区町村、学校、児

童虐待防止対策関係団体等に事前に希望数の調査を行い、一覧にとりまとめの上、希望

数を印刷すること。想定数より希望数が下回った場合においては、虐待防止対策課の指

示に従い、調整すること。 

なお、効果的な訴求のため、リーフレットのサイズ形式を変更することも可とする。

ただし、その場合でも必要数量は満たすものとする。 

 

■ ポスター（Ｂ２版）×２種類以上 

・印刷方法  オフセット印刷（片面カラー） 

・用紙    再生コート紙四六判135㎏ 

・サイズ   Ｂ２版 

・頁数    １ページ 

・数量    総数約100,000枚×２種類以上 

 

■ ポスター（Ａ３版）×２種類以上 

・印刷方法  オフセット印刷（片面カラー） 

・用紙    再生コート紙菊判62.5㎏ 

・サイズ   Ａ３版 

・頁数    １ページ 

・数量    総数約200,000枚×２種類以上 

 

■ リーフレット（Ａ４版）×２種類以上 

・印刷方法  オフセット印刷（両面カラー） 
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・用紙    再生コート紙菊判62.5㎏ 

・サイズ   Ａ４版 

・頁数    ２ページ 

・数量    総数約2,000,000枚×２種類以上 

 

ウ 梱包・発送 

梱包・発送方法については次のとおりとし、その他民間施設等の選定については提案

によることとするが、子育て世代の日常の導線上に配置されるよう留意すること。 

なお、発送先については、都道府県、市区町村、児童虐待防止対策関係団体等に事前

に希望数の調査と併せて、発送先の調査を行い、一覧にとりまとめの上、指定する発送

先に遅滞なく、納品すること。本省分及び原稿については、虐待防止対策課（所在地：

東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング20階）に納品すること。 

 

■ 発送先機関一覧 

・関係府省庁等   （  5件） 

・地方厚生局    （  8件） 

・国立病院等    （ 238件） 

・地方法務局    （  50件） 

・家庭裁判所    （  50件） 

・少年鑑別所    （  52件） 

・全国法テラス   （  50件） 

・都道府県警察本部   （  51件） 

・児童虐待防止対策関係団体 （  70件） 

・都道府県（学校含む）  （  47件） 

・市区町村児童福祉主管課（学校含む）（1,741件） 

・その他民間施設等       （ 500件） 

 

■ 梱包方法 

梱包単位については、次のとおりとし、これに満たない端数は当該部数で梱包する

こと。なお、中身・数量が分かるようにした上、クラフト紙に梱包すること。 

梱包材は、発送に耐えうる十分な強度を持ったものを使用すること。なお、発送先

ごとに仕分けをし、送付文を発送先ごとに１部封入の上、梱包すること。 

ポスターについては、原則折り目をつけずに梱包すること。 

 

・ポスター      100枚ごと梱包 

・リーフレット   1,000枚ごと梱包（100枚ごとに合紙を入れること） 

 

■ 発送方法 

発送用梱包資材を用意した上、宛名シールに宛先・梱包内容・差出人等を明記し、

発送物に貼付し、発送すること。なお、同一発送先に対して、複数個口送付する場合

は、合計送付数が分かるように宛名シール等に明記すること（（例）５個口中２個目

の場合、「２／５個口」等）。 

また、発送中の事故等に備え必要に応じて保険をかける等、細心の注意を払い、発

送後、発送業務が完了した旨を虐待防止対策課に報告すること。 

 

② クリエイティブ（普及啓発動画）の制作、発信・展開 

ア 制作 

児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９
いちはやく

」及び「親子のための相談LINE」の社会的認知
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度を向上させるとともに、体罰は許されないことを伝え、更に、社会全体が「子育て」

に対して温かく接することができるような構成で制作すること。 

なお、規格については次のとおりとする。 

 

■規格 

・構成  原則、30秒以内とし、それを超える場合は理由とともに提案すること 

・数量  ２本以上 

・形式  ＭＰ４形式 

 

イ 発信・展開 

「４ 訴求対象（１）」に最も効果的に届く広報展開を提案すること。 

なお、次の方法と同等以上の効果が得られると見込まれる方法がある場合は、その効

果と内容、理由を明記し、具体的に提案すること。 

原則、11月の「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」をピークに、効果

的な発信・展開をすることとするが、具体的な発信の配分や時期等については、契約締

結後に虐待防止対策課の協議すること。 

 

■ メディア広告（例） 

・Google広告「YouTube TrueView」 

動画投稿サイト「YouTube」のプラットフォームを活用し、訴求対象に効果的に

リーチできるようにセグメントをした上で、少なくとも再生回数が、動画１本につ

き25万回以上となるようにすること。 

 

③ 特設Webサイトの運営 

ア 概要 

情報発信のプラットフォームツールとして、以下の特設Webサイトを運営すること。

サイトマップはシンプルな構造とし、本業務で実施する様々なコンテンツ等の情報の受

け皿として活用すること。 

コンテンツの追加・更新については、外部アドバイザーの意見も踏まえ、虐待防止対

策課の指示に従い随時更新すること。発信を行うコンテンツに関して科学的知見が必要

なものについては、事前に虐待防止対策課と協議し、選定した外部有識者による監修を

受けた上で発信を行うこと。 

また、本事業で制作するクリエイティブについては、原則、特設WebサイトにPDF形式

等でダウンロードできるよう、掲載すること。 

 

■ 特設Webサイト「こどもの虐待防止推進」 

（参照：https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/） 

 

なお、虐待防止対策課が管轄する施策情報提供ページ「児童虐待防止対策」と特設

Webサイトの役割を明確に分別し、子育て世代にとって「分かりやすい」構成とする

こと。 

（参照：https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/） 
 

■ コンセプト 

児童虐待、児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９
いちはやく

」、親子のための相談LINE、体罰

等によらない子育てについて、こどもや子育て世代への「分かりやすさ・見やすさ・

伝わりやすさ」を最重視すること。 
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■ 規模想定 

・ 更 新 数：  コンテンツ追加時に随時（年間６回程度） 

             なお、軽微な修正は速やかに行うこと。 

・ イラストやロゴ等：  既存イラストに加え、必要に応じて追加 

   

  ■ Webサーバ 

   当該ホームページを構築するサーバは「政府情報システムのためのセキュリ 

ティ評価制度（ISMAP）」を取得しているものを利用し、セキュリティ要件について

は、「政府機関等の情報セキュリティ対策のめの統一基準群」及び「こども家庭庁

情報セキュリティポリシー」を満たすよう整理・検討すること。 

 なお、サーバ移行等における引継は、契約前年度の受託事業者と連絡調整のうえ

円滑に引き継ぎを行い、さらに、契約翌年度の受託事業者との連絡調整について

も、所要の対応、協力を行うこと。 

 

 

イ 展開 

コンテンツを追加する際は、可能な限りインターネットメディア等において、露出

がされるような方策について検討すること。加えて、こども家庭庁公式HP／X等にお

ける発信に関して、必要に応じて支援をすること。 

本事業で制作するコンテンツ等において、得られる効果を最大限活用し、少なくと

も30万ＰＶを達成すること。 

また、契約の終了時までに特設Webサイトに関する一切のデータを虐待防止対策課

に提出し、データの引き継ぎ等については、虐待防止対策課の指示に従うこと。 

 

④ こどもの虐待防止推進全国フォーラムwithとちぎ（仮称）の実施 

ア 開催概要、方法 

フォーラムの実施にあたって、児童虐待問題や体罰等によらない子育て等に対する社

会的関心を高める効果的な企画とし、多くのこどもや子育て世代が参加できる開催方法

を提案し、無関心層も呼び込める企画とすること。また、運営事務局及び虐待防止対策

課、共催自治体等と事前に十分な打合せを行った上で、次のイ～サに掲げる業務を着実

に実施すること。 

さらに、地域資源を活用しながら相乗効果による集客を得られるよう、十分に調整及

び配慮すること。 

 

■ 開催日 

 令和６年11月４日（月/祝日） 

 

■ 開催者 

主催 こども家庭庁 

共催（予定） 栃木県、宇都宮市、小山市 

 

■ 開催場所 

 ・ ライトキューブ宇都宮（〒321-0969 栃木県宇都宮市宮みらい1-20） 

２階（大会議室）、３階（中ホール・交流広場） 

 

なお、２階（控室、パントリー）、３階（控室）、４階（全室）を含め、11月

３日夜間～４日夜間を仮予約している。 
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■ 開催方法 

オンサイト（現地開催）では、1,000名以上を集客できるように工夫すること。ま

た、オンライン環境を整備し、こども家庭庁YouTubeアカウントによるライブ配信等

の方法で幅広く周知できるように工夫すること。 

また、開催後のアーカイブ版の動画制作も行い、5,000人以上の視聴を目標とする

こと。 

 

イ 企画・運営業務 

運営事務局の下に以下の担当者を編成した上で、虐待防止対策課及び共催自治体等と

協議し、十分な打合せを行った上で、フォーラムの運営に必要な業務を行う。 

 

■ 運営スタッフ 

参加者受付、会場内での誘導及びステージ上や控室における対応等を行う。 

■ オペレーター、音響・映像機器等スタッフ 

こども家庭庁YouTubeアカウントによるライブ配信の運用、管理等を行う。また、

音響出力機器及びプロジェクター等映像出力機器の提供、操作、撤去等を行う。 

■ 司会進行 

プログラム全体の構成を勘案しつつ、司会進行を行う。 

■ 撮影スタッフ 

当日の記録画像、記録映像の撮影を行う。 

■ 手話通訳スタッフ 

フォーラムの内容の手話通訳を行う。 

■ 一時保育所スタッフ 

現地参加者のこどもの一時保育を行う。 

 

ウ 開催内容 

当日プログラムの内容については、次の内容の実施を想定しているところ、運営事務

局及び虐待防止対策課、共催自治体等と事前に協議を行い、決定すること。 

 

■ 趣旨 

・ 令和４年度中に全国の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は

219,170件（速報値）と、３年連続で20万件を超え、過去最多となっている。ま

た、こどもの生命が奪われるなど重大な児童虐待事件も後を絶たず、児童虐待の

防止は社会全体で取り組むべき喫緊の課題である。 

・ 「親子のための相談LINE」の利用や、「体罰等によらない子育て」への学びを

促す広報等を行うと共に、こどもや子育て世代に見ていただけるような、温かみ

のあるイベントとすること。 

 

■ 登壇者、出演者 

運営事務局及び虐待防止対策課、共催自治体等と事前に協議を行い、決定する。な

お、旅費・諸謝金については次の点に留意すること。 

・ 本事業の契約額とは別に支払うこととし、契約締結後、所要見込額を提出する

ものとする。その他必要な経費は、本事業の契約額に含めること。なお、謝金に

ついては（別添２）のとおりとする。 

・ 旅費（鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料）の支払いについては、

「国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第114号）」に準じた金額と
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する。 

・ 謝金の支払いについては、「謝金の標準支払基準（平成21年７月１日各府省等

申合せ）」に記載の基準に準じた金額とする。 

 

■ 弁当・飲料の手配 

・ 受託者は、登壇者、出演者（マネージャー含む）の弁当（1,000円目安）、お

茶（500mlペットボトル）の手配及び費用を負担すること。 

 

■ 進行台本・運営マニュアルの作成 

・ フォーラムの進行台本、運営マニュアルの作成については、虐待防止対策課に

確認を取れたものを完成版とすること。 

・ 進行台本及び運営マニュアルは、指定された期日（原則、フォーラム開催の10

日前）までに電子納品をすること。 

・ デザイン、規格等については、「コ 成果物」のとおりとする。 

 

■ 準備・当日運営等 

・ 会場には、原則として、前日の準備から受託者より進行管理や連絡調整等の責

任者となる運営責任者及び統括補佐、主任担当者を配置すること。 

・ 当日の運営スタッフ（参加者受付、会場内での誘導及びステージ上や控室にお

ける対応等）については、不足の事態に備え、十分に余裕を持った人員を配置す

ること。 

・ 当日の進行、受託者の役割分担等については、虐待防止対策課及び共催自治体

等と入念に打合せを行い、当日のトラブル防止に万全を期すこと。 

・ 受託者は、当日の関係者及び登壇者、出演者等の受付、案内、控室及び会場へ

の誘導を行うとともにトラブルのないよう細心の注意を払うこと。 

・ 受託者は、当日の新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止のために最大限

の感染防止対策を行うように準備をすること。 

 

■ フォローアップ 

・ 当日に、参加者及び視聴者へのアンケートを実施し、集計・分析を行うこと

で、次年度の改善点につなげること。なお、集計結果については、「コ 成果

物」のとおり、納品をすること。 

・ アンケートの実施にあたっては、Webアンケート等を活用し、回収率を上げる

ための工夫を行うこと。 

 

エ 広報業務 

・ フォーラムについて、開催日２か月前迄を目処にWebページや広報チラシを作成

した上で、Webメディアやソーシャルメディア等を活用し、普及啓発効果の拡大を

図ること。なお、印刷物について、少なくとも、共催自治体希望数量の45,000枚

（配布先：26件）を印刷し、指定する場所に納品すること。 

・ 開催前には虐待防止対策課及び共催自治体と連携したプレスリリースを行うこ

と。 

・ その他、虐待防止推進に理解のある民間企業等の協賛募集や話題となり拡散され

るような動画広告、ＳＮＳ等のプラットフォームを利用する等、各メディアを最大

限活用し、開催効果の最大化に努めること。 

 

オ 会場設営・撤収業務 

会場管理者の定める規程等を遵守した上で、以下に掲げる業務を行う。 
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・ ステージ備品、消耗品等の提供（演台、演台花、表彰状、ひな壇等） 

・ 会場に掲示する看板等を作成・納入、終了後の撤去 

・ 本業務により発生した廃棄物等の収集、廃棄 

・ その他、運営に必要な会場の設営・撤収に関する一切の業務 

 

カ オンライン環境整備業務 

・ こども家庭庁YouTubeアカウントによるライブ配信等を活用し、遠隔地からの視

聴参加が可能となるような配信方法を併用すること。 

・ ライブ配信用ビデオカメラ等収録機器の提供、撮影、データ配信等 

・ その他、オンライン環境を活用した運営に必要な一切の業務 

 

キ 音響関係業務 

・ スピーカー、アンプ、マイク等音響出力機器の提供、据付、操作、撤去等 

・ 音声出力機器の操作等、本フォーラム全般に係る音響機器操作等 

・ その他、音響効果に必要な一切の業務 

 

ク 映像関係業務 

・ スチールカメラ等による開催模様の撮影、画像データの納品、特設Webサイトへ

のデータ掲載等 

・ ビデオカメラ等録画機器の提供、撮影、動画データの納品、特設Webサイトへの

データ掲載等 

・ 液晶ディスプレイ(60インチ以上)等映像出力機器の提供、据付、操作、撤去等 

・ その他、映像効果及び映像を活用した普及啓発に必要な一切の業務 

 

ケ 事業報告書作成業務 

事業完了後、速やかに以下に掲げる事項等を記載した事業報告書を作成すること。 

・ 概要、イベント内容、資料、アンケート調査集計結果、普及効果、総括 

・ 本事業の波及効果を高めるため、参加者以外に対しても本事業の内容等を効果的

に伝える方法を検討し、記載すること。 

・ その他、虐待防止対策課、共催自治体等との協議を踏まえ、作成すること。 

 

コ 成果物 

以下に掲げる成果物について、完成後速やかに納品すること。なお、共催自治体に対

しても提出すること。 

■ 広報チラシ 

■ 進行台本、運営マニュアル 

■ 当日プログラム 

■ 当日記録写真、記録映像 

■ アンケート集計結果 

■ 事業報告書 

 

サ その他 

・ 受託者は、会場の設営、撤収等の作業を行うにあたり、その方法、開始・終了時

刻等に関し、発注者及び会場の貸し主の指示に従わなければならない。 

・ 受託者が本業務を行うにあたり使用する機器類は、一般に標準とされ、安定稼働

が期待でき、かつ技術革新の進展に対応したものであることを要する。 

・ その他、定めのない事項については虐待防止対策課及び共催自治体等と協議の

上、実施すること。 
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⑤ オレンジリボン・タイアップキャンペーンの実施 

児童虐待問題や体罰等によらない子育て等に対する社会的関心を高めるため、11月の「オ

レンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」に合わせ、民間企業等と連携した、タイア

ップ企画を実施すること。 

また、④に記載の「こどもの虐待防止推進全国フォーラムwithとちぎ（仮称）」を栃木県

で開催予定であり、特に集中的な啓発活動を行うため、地域資源を活用した広報施策を、栃

木県、宇都宮市、小山市の意向を踏まえつつ企画、実施すること。特に小山市は、2004年、

当時３歳と４歳になる兄弟のかけがえのない命が奪われるという、悲惨な事件が起き、オレ

ンジリボンの起源となった地であるため、同市の地域資源を活用した企画を必ず実施するこ

と。 

なお、次の項目と同等以上の効果が得られると見込まれる方法がある場合は、その効果及

び内容、理由を明記し、具体的に提案すること。 

 

ア タイアップキャンペーンの実施 

全国各地の「４ 訴求対象（１）」に最も効果的に届く広報展開を提案すること。 

なお、次の方法は一例であり、同等以上の効果が得られると見込まれる方法がある場

合は、その効果と内容、理由を明記し、具体的に提案すること。 

原則、11月の「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」において、効果的

に実施すること。 

 

■ スポーツ業界とのタイアップ（例） 

・ こどもや子育て世代を巻き込んだイベントの実施を行う。例えば、スポーツの

試合の参加者や観客がオレンジ・リボンを着用、会場全体をオレンジ一色とし、

こどもの虐待防止について考えるきっかけとなるイベントが考えられる。 

 

  ■ 民間企業等とのタイアップ（例） 

   ・ こどもや子育て世代が利用するコンテンツ等を取り扱っている或いは親和性の

高い民間企業等と、イベントや期間限定の取組を実施することが考えられる。 

 

イ 栃木県におけるタイアップキャンペーンの実施 

11月の「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」に栃木県内において、オ

レンジリボンとのタイアップキャンペーンを実施すること。提案に当たっては、こども

の虐待防止推進全国フォーラムwithとちぎ（仮称）の共催者（予定）である、宇都宮市

及び小山市の地域資源を活用し、オレンジリボンに込められた、こどもの虐待防止の理

念等を全国に向けて発信できる企画となるよう留意すること。 

なお、次の方法は一例であり、同等以上の効果が得られると見込まれる方法がある場

合は、その効果と内容、理由を明記し、具体的に提案すること。 

 

■ 親子で体験できる参加型イベント（例） 

 ・ 親子で参加し、参加者が実際に物事を体験する中で、オレンジリボンに込めら

れたこどもの虐待防止の理念も学べるようなイベントの開催が考えられる。実施

に当たっては、親子が参加しやすい場所や日時にするなど、集客が見込める工夫

を施すこと。 

 

■ 地域資源を活用したイベント（例） 

 ・ こどもや子育て世代に認知されている栃木県出身の著名人や代表的な食等との

タイアップなど、集客が見込めるイベントの開催。また、こどもや子育て世代が
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訪れるような場所や、名所等におけるオレンジ・ライトアップなどの実施が考え

られる。 

  

（３）ヤングケアラーの社会的認知度向上 

「４ 訴求対象（２）」に向け、掲げた「３ 方針（２）」及び「５ 訴求ポイント

（２）」を参考に、次の①～⑤の事項について、最も理解を深めることができる提案をする

こと。クリエイティブの各校正については、外部アドバイザーに意見を求めた上、虐待防止

対策課の指示に従うこと。 

 

① クリエイティブ（ポスター・リーフレット）の制作、印刷、梱包・発送 

ア 制作 

ヤングケアラーの社会的認知度を向上させるとともに、ヤングケアラー当事者のセン

シティブな気持ちに十分に配慮しつつ、ヤングケアラー支援の本質を捉えた構成で制作

すること。制作物は、関係機関への配布のみならず、特設Webサイトへの掲載（ダウン

ロード可）を前提とすること。 

 

イ 印刷 

規格については次のとおりとする。数量については、都道府県、市区町村、学校等に

事前に希望数の調査を行い、一覧にとりまとめの上、希望数を印刷すること。想定数よ

り希望数が下回った場合においては、虐待防止対策課の指示に従い、調整すること。 

なお、効果的な訴求のため、リーフレットのサイズ形式を変更することも可とする。

ただし、その場合でも必要数量は満たすものとする。 

 

■ ポスター（Ｂ２版） 

・印刷方法  オフセット印刷（片面カラー） 

・用紙    再生コート紙四六判135㎏ 

・サイズ   Ｂ２版 

・頁数    １ページ 

・数量    総数約100,000枚 

 

■ ポスター（Ａ３版） 

・印刷方法  オフセット印刷（片面カラー） 

・用紙    再生コート紙菊判62.5㎏ 

・サイズ   Ａ３版 

・頁数    １ページ 

・数量    総数約200,000枚 

 

■ リーフレット（見開きＡ３版） 

・印刷方法  オフセット印刷（両面カラー） 

・用紙    再生コート紙菊判62.5㎏ 

・サイズ   仕上がりＡ４版二つ折り（見開きＡ３） 

・頁数    ４ページ 

・数量    総数約3,000,000枚 

 

ウ 梱包・発送 

梱包・発送方法については次のとおりとし、その他民間施設等の選定については提案

によることとするが、子育て世代の日常の導線上に配置されるよう留意すること。 

なお、発送先については、都道府県、市区町村等に事前に希望数の調査と併せて、発
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送先の調査を行い、一覧にとりまとめの上、指定する発送先に遅滞なく、納品するこ

と。本省分及び原稿については、虐待防止対策課（所在地：東京都千代田区霞が関3-2-

5 霞が関ビルディング20階）に納品すること。 

 

■ 発送先機関一覧 

・関係府省庁等   （  5件） 

・地方厚生局    （  8件） 

・国立病院等    （ 238件） 

・地方法務局    （  50件） 

・家庭裁判所    （  50件） 

・ヤングケアラー支援関係団体  （  50件） 

・都道府県（学校含む）    （  47件） 

・市区町村児童福祉主管課（学校含む）（1,741件） 

・その他民間施設等       （ 500件） 

 

■ 梱包方法 

梱包単位については、次のとおりとし、これに満たない端数は当該部数で梱包する

こと。なお、中身・数量が分かるようにした上、クラフト紙に梱包すること。 

梱包材は、発送に耐えうる十分な強度を持ったものを使用すること。なお、発送先

ごとに仕分けをし、送付文を発送先ごとに１部封入の上、梱包すること。 

ポスターについては、原則折り目をつけずに梱包すること。 

また、より効率的な梱包方法を、虐待防止対策課に提案・協議することができる。 

・ポスター      100枚ごと梱包 

・リーフレット   1,000枚ごと梱包（100枚ごとに合紙を入れること） 

 

■ 発送方法 

発送用梱包資材を用意した上、宛名シールに宛先・梱包内容・差出人等を明記し、

発送物に貼付し、発送すること。なお、同一発送先に対して、複数個口送付する場合

は、合計送付数が分かるように宛名シール等に明記すること（（例）５個口中２個目

の場合、「２／５個口」等）。 

また、発送中の事故等に備え必要に応じて保険をかける等、細心の注意を払い、発

送後、発送業務が完了した旨を虐待防止対策課に報告すること。 

 

② クリエイティブ（普及啓発動画）の制作、発信・展開 

ア 制作 

ヤングケアラーの社会的認知度を向上させるとともに、ヤングケアラー当事者のセン

シティブな気持ちに十分に配慮しつつ、ヤングケアラー支援の本質を捉えた構成で制作

すること。 

   

■規格 

・構成  原則、30秒以内のショートバージョン（広告用）と、10分以内のロング

バージョン（学び用）を作成することとし、それを超える場合は理由と

ともに提案すること 

・数量  ２本以上 

・形式  ＭＰ４形式 
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イ 発信・展開 

「４ 訴求対象（２）」に最も効果的に届く広報展開を提案すること。 

なお、次の方法と同等以上の効果が得られると見込まれる方法がある場合は、その効

果と内容、理由を明記し、具体的に提案すること。 

具体的な発信の配分や時期等については、契約締結後に虐待防止対策課と協議するこ

と。 

 

■ メディア広告（例） 

・Google広告「YouTube TrueView」 

動画投稿サイト「YouTube」のプラットフォームを活用し、訴求対象に効果的に

リーチできるようにセグメントをした上で、少なくとも広告用動画の再生回数が30

万回以上となるようにすること。 

 

③ 特設Webサイトの運営 

ア 概要 

情報発信のプラットフォームツールとして、以下の特設Webサイトを運営すること。 

サイトマップはシンプルな構造とし、本業務で実施する様々なコンテンツ等の情報の

受け皿として活用すること。 

コンテンツの追加・更新については、外部アドバイザーの意見を踏まえ、虐待防止対

策課の指示に従い随時更新すること。発信を行うコンテンツに関して科学的知見が必要

なものについては、事前に虐待防止対策課と協議し、選定した外部有識者による監修を

受けた上で発信を行うこと。 

また、本事業で制作するクリエイティブについては、原則、特設WebサイトにPDF形式

等でダウンロードできるよう、掲載すること。 

虐待防止対策課が提供するものに加え、外部アドバイザーの意見を踏まえ、虐待防止

対策課の指示に従い随時更新をすること。 

 

■ 特設Webサイト「ヤングケアラーを知っていますか？」 

（参照：https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/） 
 

なお、虐待防止対策課が管轄する施策情報提供ページ「ヤングケアラーについて」

と特設Webサイトの役割を明確に分別し、学生にとっても「分かりやすい」構成とす

ること。 

（参照：https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/） 
 

■ コンセプト 

学生にとっての「分かりやすさ」を最重視し、「ヤングケアラーを学ぶ」「ヤング

ケアラー当事者や元当事者の生の声」「全国に広がる相談窓口等の情報」を確実にイ

ンプットすること。 

 

■ 規模想定 

 

・ 更 新 数：  コンテンツ追加時に随時（年間６回程度） 

             なお、軽微な修正は速やかに行うこと。 

・ イラストやロゴ等：  既存イラストに加え、必要に応じて追加 

 

■ Webサーバ 

   当該ホームページを構築するサーバは「政府情報システムのためのセキュリ 

https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/
https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/
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ティ評価制度（ISMAP）」を取得しているものを利用し、セキュリティ要件について

は、「政府機関等の情報セキュリティ対策のめの統一基準群」及び「こども家庭庁

情報セキュリティポリシー」を満たすよう整理・検討すること。 

 なお、サーバ移行等における引継は、契約前年度の受託事業者と連絡調整のうえ

円滑に引き継ぎを行い、さらに、契約翌年度の受託事業者との連絡調整について

も、所要の対応、協力を行うこと。 

 

イ 展開 

コンテンツを追加する際は、可能な限りインターネットメディア等において、露出

がされるような方策について検討すること。加えて、こども家庭庁公式HP／X等にお

ける発信に関して、必要に応じて支援をすること。 

本事業で制作するコンテンツ等において、得られる効果を最大限活用し、少なくと

も30万ＰＶを達成すること。 

また、契約の終了時までに特設Webサイトに関する一切のデータを虐待防止対策課

に提出し、データの引き継ぎ等については、虐待防止対策課の指示に従うこと。 

 

④ ヤングケアラー出前講座（学生向け）の実施 

ア 概要 

全国の複数の学校等において、学生向けにヤングケアラーを学ぶための出前講座を実

施すること。実施にあたっては、全国九地域（北海道、東北、関東、中部、近畿、中

国、四国、九州、沖縄）で少なくとも１回以上開催すること。過去の実態調査によれ

ば、学校のクラスに数名は世話をしている家族を持つ生徒がいる可能性があり、ヤング

ケアラーについて「自分ゴト化」して考えられるよう、プログラム内容を工夫するこ

と。 

なお、具体的な実施にあたっては、虐待防止対策課と協議の上、調整する。 

 

イ 対象 

中学生・高校生等 

 

ウ 方法 

「７ 事業内容（３）②」で制作した動画を活用する等、対象に向けて適切に伝える

ための資材を用いて、少なくとも1,000人以上に届くよう普及活動を行う。出前講座に

参加する学校等を募る際は、独自の学校関係者向けネットワーク等も活用した募集方法

とすることや、開催方法にオンラインとのハイブリット方式を組み入れるなど、より多

くの学生や、学校関係者等へ届くように工夫すること。 

なお、これらの方法に限らず、同等以上の効果が得られると見込まれる方法がある場

合は、その効果と内容、理由を明記し、具体的に提案すること。 

 

⑤ ヤングケアラー理解のためのタイアップキャンペーンの実施 

小、中、高、大学生等に対し、ヤングケアラーの認知及び理解促進するため、民間企業等

との協働事業を実施すること。多様な業界を通じた切り口により少なくとも３社（者）以上

との協働キャンペーンを実施すること。 

なお、タイアップ先の民間企業等は、ヤングケアラーへの理解のある、或いは理解に前向

きな企業が望ましい。 

 

■ 学生が利用する場所に関連する企業とのタイアップ（例） 

・  電車、カフェ、図書館、飲食店など、学生が日常で利用する場所を提供、運営して

いる民間企業等とのタイアップ企画を実施すること。 
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■ 著名なYouTuberとのタイアップ（例） 

・ 小、中、高、大学生等の若年層からの認知の高いYouTuberとタイアップし、ヤング

ケアラーの理解を促進するための企画を実施する。 

 

■ アニメや映画とのタイアップ（例） 

・ 小、中、高、大学生等の若年層からの視聴をターゲットとしたアニメや映画とタイ

アップし、ヤングケアラー理解に繋がるような企画を実施すること。 

 

（４）その他留意点 

① 著名人、イメージキャラクターの起用 

著名人（タレント、YouTuber等）やアニメーション、イラストレーターを起用するに際し

ては、原則、本事業に係る見積額に対して、約15％以内にし、過大にならないようにするこ

と。なお、起用を伴う提案をする場合は、契約締結後に起用が不可とならないことを前提

に、予め訴求テーマごとに適した、起用できる可能性の高い複数名の候補者を提案するこ

と。なお、虐待防止対策課と協議の上、選定することとする。 

イメージキャラクターを起用した場合については起用時の広報事業へ与えるリスクおよび

長期的な広報事業期間内での活用に問題が無いかを考慮した上で事前にこども家庭庁と合意

し起用を行うこととする。なお、該当イメージキャラクターが不測の事態により起用が困難

になった場合については速やかに代替手段の提案を行い、こども家庭庁の指示を仰ぐこと。 

 

② 会場借上料、使用料 

業務遂行上必要な会議、ヒアリング等に係る会場借上料は、本事業の契約額とは別に支払

うこととし、契約締結後、所要見込額を提出し、事前に虐待防止対策課と協議したもののみ

対象とする。 

    

③ こども家庭庁の各種広報との連携及び調整 

こども家庭庁において、こどもがまんなかの社会を実現するために各種広報プロモーショ

ンを実施しているため、必要に応じて連携や調整を図るようにすること。 

 

④ その他 

本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、事前に虐待防止対策課と協議を行うこと。 

 

８ 実施予定 

受託者は、契約締結後、速やかに業務を開始するものとし、（別添１－１、１－２）を参考に、

詳細な事業実施スケジュールを作成すること。なお、本事業については、社会情勢等に応じて、虐

待防止対策課と協議の上、適切なタイミングで実施できるように調整し、提案すること。 

 

９ 成果物 

成果物は、原則として、以下のとおりとする。以下に指定のないものを使用した場合の成果物

については、虐待防止対策課の指示に従うこと。なお、納品に際しては、虐待防止対策課の担当

者において検査を行い、不備等が発見された場合は、速やかに修正等を行うこと。 

（１）総合事項 

成果物や展開先、実施した広報内容等を取りまとめた業務完了報告書を提出すること。 

① 広報の概要、経緯、実施方法 

② 効果分析・評価 

③ 分析、今後の課題等 
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（２）こどもの虐待防止推進 

本事業で制作したクリエイティブについては、虐待防止対策課の指示に従い、生じたデザ

インや素材等については、全て電子媒体（Microsoft Office Word、Microsoft Office 

PowerPoint、PDF、JPEG、AI、MP4等の形式）でDVD-R等に記録し、１部を虐待防止対策課に

納品すること。 

ウェブサイトやＳＮＳ等への発信・広報を実施した場合には、以下の項目等についてDVD-

R等に記録し、１部を虐待防止対策課に納品すること。 

・実際の掲載イメージが分かるキャプチャー画像 

・掲載コンテンツの内容が分かる資料（動画広告を実施した場合は動画等） 

・広告掲載結果に関する「結果報告書」（インプレッション数、クリック数等） 

・アンケート機能等を活用した浸透効果分析等 

 

制作物を効果的に広報していくために、メディア等に取り上げられるように実施した場合

は広報効果を分析し、虐待防止対策課に報告をすること。 

また、OOH（Out Of Home）広告等に掲載をした場合は、実施終了後、実施完了報告書及び

掲出先の広告掲出証明書を虐待防止対策課に提出すること。 

 

（３）ヤングケアラーの社会的認知度向上 

本事業で制作したクリエイティブについては、虐待防止対策課の指示に従い、生じたデザ

インや素材等については、全て電子媒体（Microsoft Office Word、Microsoft Office 

PowerPoint、PDF、JPEG、AI、MP4等の形式）でDVD-R等に記録し、１部を虐待防止対策課に

納品すること。 

ウェブサイトやＳＮＳ等への発信・広報を実施した場合には、以下の項目等についてDVD-

R等に記録し、１部を虐待防止対策課に納品すること。 

・実際の掲載イメージが分かるキャプチャー画像 

・掲載コンテンツの内容が分かる資料（動画広告を実施した場合は動画等） 

・広告掲載結果に関する「結果報告書」（インプレッション数、クリック数等） 

・アンケート機能等を活用した浸透効果分析等 

 

制作物を効果的に広報していくために、メディア等に取り上げられるように実施した場合

は広報効果を分析し、虐待防止対策課に報告をすること。 

また、OOH（Out Of Home）広告等に掲載をした場合は、実施終了後、実施完了報告書及び

掲出先の広告掲出証明書を虐待防止対策課に提出すること。 

 

10 受託者の責務 

（１）受託者は、契約締結後速やかに責任者を選任し、虐待防止対策課に届け出るものとする。

なお、責任者には、本業務を実施するために必要な能力・経験を有する自社の者を選任する

ものとする。 

（２）受託者は、本業務の実施に当たり、機動的かつ効果的な対応ができるような人員配置を行

うものとする。また、業務従事者は十分なスキルを有する者を確保すること。 

（３）受託者は、定められた期日までに業務を完了することが困難になった場合には、遅滞なく

その旨を虐待防止対策課に連絡し、その指示に従うものとする。 

（４）受託者は、業務の過程において虐待防止対策課から指示された事案については、迅速かつ

的確に実施するものとする。 

（５）本業務を遂行するに当たり個人情報に関する権利などを侵害することのないように十分注

意するものとする。また、本業務の遂行中に第三者に与えた損害等は、全て受託者負担とす

る。 

（６）受託者は、本業務を実施するに当たって、別記「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務
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上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために

必要な措置を講ずること。 

（７）関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールアドレスが

閲覧できないようBCC機能により送信するなど、個人情報等（他の受信者の個人情報以外の情

報を含む。）の流出防止に万全を期すこと。 

（８）虐待防止対策課は、受託者が契約を履行する上で必要な関連書類等を随時貸与するものと

する。ただし、貸与された書類等は虐待防止対策課から請求があった場合、契約にて定めら

れた引渡時期までに虐待防止対策課に返還しなければならない。 

 

11 知的財産権・著作権等 

（１）受託者は、成果物（タレント等が出演するもの等を除く）に係る一切の著作権（著作権法

第27条及び第28条の権利を含む。）を虐待防止対策課に譲渡するものとする。また、受託者

は、原則として虐待防止対策課に対し一切の著作者人格権及び実演家人格権を行使しないこ

ととし、また、第三者をして行使させないものとする。 

（２）受託者は、虐待防止対策課に対し、タレント等が出演する成果物に関し、展開後令和７年

度末まで、政府の行う一切の広報活動に利用すること（第三者への許諾も含む。）を独占的

に許諾する。 

（３）受託者は前項の期間中、タレント等が出演する成果物を自ら利用し、又は第三者に許諾し

てはならない。 

（４）第三者が権利を有する著作物（写真、映像、音楽等）を使用する場合には、受託者は原著

作権者等の著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して一切の手続を

受託者において行うものとする。 

（５）本仕様書に基づく業務に関し、第三者との間で著作権、肖像権等に係る権利侵害の紛争等

が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら虐待防止対策課の責に帰す場合を除き、受託者

は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。 

 

12 二次利用 

（１）各府省庁、地方自治体及び政府関係機関、学校における積極的な活用を考えているところ

であり、著作権等の扱いについては、特段の事由がない限り、「11 知的財産権・著作権

等」に記載されているとおりとする。 

（２）本業務により作成した成果物については、基本的にこども家庭庁ホームページ等に掲載す

るものとする。 

（３）成果物の使用範囲は、上記のほか、原則として、各府省庁、地方公共団体及び政府関係機

関、学校が実施する広報とする。 

（４）本業務の広告物に使用する目的で撮影したグラフィック素材（実際に広告物として使用し

た素材に限る。）については、本広報以外に、虐待防止対策課が、こどもの虐待防止推進や

ヤングケアラーの社会的認知度向上に関連する広報を実施する場合に、虐待防止対策課の別

途調達する媒体等でも活用できるようにする。 

 

13 機密保持等 

（１）受託者は、本業務において取得した情報の使用・保存・処分等について、プライバシーの

保護及びデータの機密保持を厳格に行うこと。 

（２）本業務を実施するに当たって、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途

に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。なお、受託者の責任に起因

する情報の漏洩等があった場合は、契約条項上の「契約の解除」に該当するものとする。 

（３）受託者の責任に起因する情報の漏洩等により損害が発生した場合は、それに伴う弁済等の

措置は全て受託者が負担すること。 

（４）受託者は、本業務遂行中に作成した中間成果物等を含む全てのデータについて、業務の終
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了に伴い不要となった場合又はこども家庭庁から廃棄の指示があった場合には、速やかに消

去等の復元できない状態とするとともに、書面をもって処理の概要を虐待防止対策課に提出

すること。 

（５）この項目について受託者は、契約期間終了後においても同様とする。 

 

14 情報セキュリティ 

（１）情報セキュリティの確保 

① 受託者は、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」及び「こど

も家庭庁情報セキュリティポリシー」を遵守し、本業務の実施における情報セキュリティ

確保のための体制を整備すること。 

② 受託者は、発注者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに

応じて適切に取り扱われるための措置（提供時の状態の維持、閲覧者の限定等）を講ずる

こと。 

③ 受託者は、本業務に関して提供された情報その他知り得た情報を実施体制に定めた者以

外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 

④ 受託者は、本業務に関して提供された情報を、当該業務の終了時に返却するか、消去又

は廃棄等により復元できない状態にし、その旨を書面で報告すること。 

⑤ 受託者は、本業務に関して提供、貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終

了後においても他者に漏えいしないこと。 

⑥ 本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、定期的に情

報セキュリティ対策の実施状況、情報の秘密保持等に係る管理状況を報告すること。 

⑦ 受託者は、本業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、速やかに虐待防止対

策課に報告することとし、必要に応じて発注者の行う情報セキュリティ監査を受け入れる

こと。 

⑧ 特設Webサイト等を構築するサーバは「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度

（ISMAP）」を取得しているものを利用すること。 

（２）権限等の管理 

① こども家庭庁アカウントの使用に当たっては、本業務以外に使用しないこと。 

② パスワード等設定変更を行う場合は、事前にこども家庭庁による電子承諾（メール等を

想定）を得ること。但し、こども家庭庁アカウントについて第三者による不正アクセスが

行われるなど、緊急の対応を要することが判明した場合は、直ちにこども家庭庁へ事情を

報告し、こども家庭庁の指示に従うこと。 

③ 本業務の遂行に関し、第三者から権利利益（著作権、商標権等の知的財産権を含み、著

作権については著作権法第27条及び28条に定める権利を含むが、これらに限られない。以

下同じ。）を侵害したこと等の通知を受けた場合（こども家庭庁の動画チャンネルに投稿

した動画の収益を第三者に帰属させる旨の通知を受けた場合を含む。）は、速やかにこど

も家庭庁に報告し、こども家庭庁の指示に従い対応すること。 

④ こども家庭庁は、受託者の責に帰する事由により損害を受けたときは受託者に対し損害

の賠償を請求することができ、受託者はその損害を賠償すること。 

⑤ 本業務の遂行に関し、第三者の権利利益を侵害しないこと。受託者の責に帰する事由に

より、本業務の遂行に関して第三者の権利利益を侵害した場合には、受託者の責任により

損害賠償を含む各対応を行うこと。 

⑥ 受託者は、こども家庭庁が保有する情報及び情報システムの利用に当たっては、アクセ

ス権限を適切に管理し、第三者等によって窃取された際の被害を最小化するための措置及

び、内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること。 

（３）アプリケーション・コンテンツの作成時の対策 

① 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含まないこと。 

② 提供するアプリケーション・コンテンツが脆弱性を含まないこと。 



- 21 -  

③ 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの

形式でコンテンツを提供しないこと。 

④ 電子証明書を利用する等、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真

正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテ

ンツの提供先に与えること。 

⑤ 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS

やソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更

を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテ

ンツの提供方式を定めて作成等をすること。 

⑥ サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人

の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込

まれることがないよう作成等をすること。 

⑦ インターネットを通じて提供されるアプリケーション・コンテンツの作成等に当たって

は、政府ドメイン名を使用すること。 

⑧ アプリケーション・コンテンツの作成等に当たっては、攻撃者にとって有用な情報を与

える仕組み等を用いないこと。 

⑨ アプリケーション・コンテンツの公開に当たっては、それらのファイルの種別に応じて

付加情報（ファイルの作成者や変更履歴等）の削除対象等を定め、一般に公開する必要の

ない付加情報を削除した上で公開すること。 

⑩ アプリケーション・コンテンツの公開に当たっては、サービスの正常な維持を目的とす

る場合を除き、不要なものは削除すること。 

（４）端末等の対策 

① 受託者は、本業務の情報を取り扱う端末について、端末の盗難、不正な持ち出し、第三

者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護するための対策を

講ずること。 

② 受託者は、本業務の情報を取り扱う端末について、盗難等の際に第三者により情報窃取

されることを防止するための対策を講ずること。 

③ 受託者は、本業務の情報を取り扱う端末について、多様なソフトウェアを利用すること

により脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、以下を考慮した上で、ソ

フトウェアの利用による情報セキュリティリスクを検証し、端末で利用を認めるソフトウ

ェア及び利用を禁止するソフトウェアを、バージョンを含め定めること。 

・ソフトウェアベンダ等のサポート状況 

・ソフトウェアと外部との通信の有無及び通信する場合はその通信内容 

・インストール時に同時にインストールされる他のソフトウェア 

④ 受託者は、本業務の情報を取り扱う端末について、端末の運用を終了する際に、端末の

電磁的記録媒体の全ての情報を復元できない状態にすること。 

 

15 再委託の取扱について 

（１）受託者は、本業務の全部を一括して第三者（受注者の子会社（会社法第２条第３号に規定

する子会社をいう。）を含む。以下同じ。）に再委託することはできない。 

（２）受託者は、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託する

ことはできない。 

（３）受託者は、本業務の一部を再委託する場合には、原則として予め再委託先に委託する業務

の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに契約金額等につ

いて書面により申し出た上で、虐待防止対策課の承認を得なければならない。ただし、当該

再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。また、本業務の契約金額に占める再委託

金額の割合は、原則２分の１未満でなければならない。 

（４）受託者は、本業務の一部を再委託する場合には、再委託した業務に伴う再委託先の行為に
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ついて、虐待防止対策課に対しすべての責任を負うものとする。また、本業務の実施にあた

り遵守すべき事項について、再委託先は受託者と同様の義務を負うものとする。 

 

16 その他 

（１）契約締結後、受託者が本仕様書に定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明

らかに認められる場合は、その時点で契約を解除する場合がある。その場合、当該時点にお

いて完了していない業務の実施のために要した費用は受託者の負担とする。 

（２）本業務における係争等は、国内法により協議・解決を行うこと。 

（３）本業務の遂行に当たっては、業務の円滑な実施を図るため、虐待防止対策課と緊密な連絡

をとるものとする。 

（４）本仕様書の内容に疑義が生じた場合、その他特に必要がある場合は、事前に虐待防止対策

課と協議しなければならない。事前に協議が無かった場合、受託者は、これらの不明を理由

にして異議を申し立てることはできない。なお、協議の際には、当該協議に関する議事録を

作成し、その確認を受けること。 

（５）受託者が交代する場合、業務の引き継ぎを行う等、受託者は本業務に支障が生じないよう

努めなければならない。 

（６）成果物の納品に当たっては、下記の再生環境等により正常な閲覧等が確認されたものとす

る。なお、これらの再生環境等が必要な場合は、受託者負担にて準備すること。 

＜正常な閲覧を確保する前提OS等＞ 

•Internet Explorer （使用しているWindows OSでサポートされる）最新版 

•Mozilla Firefox 最新版 

•Google Chrome 最新版 

•Apple Safari 最新版 

•iOS、Androidの標準ブラウザ（レスポンシブWeb技術による対応とするため、 

CSS3 Media Queriesに対応したブラウザに限定する。） 

（７）コンテンツの掲載期間にコンテンツの閲覧等に支障等が生じたときは、当室に起因する場

合を除き、受託者負担により正常な閲覧等を確保すること。 

（８）成果物をバナー広告等に掲載する際は、必要に応じて、（６）に示す再生環境等による正

常な閲覧等を確認したものを掲載すること。また、当該広告期間は正常な閲覧等を確保し、

支障等が生じたときは虐待防止対策課と協議の上、受託者負担により対処すること。なお、

（６）に示すOS等以外についても正常な閲覧等の確保を求める場合がある。 

（９）契約期間中、こども家庭庁のセキュリティ監査又はペネトレーションテスト（オンサイト

を含む。）の対象となった場合は必要に応じテストに協力すること。また、これらにおいて

脆弱性等の指摘を受けた場合は、誠意をもってしかるべき対策を行うこと。また、「政府機

関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」に示されている規定内で指摘を受け

た脆弱性等については、虐待防止対策課と対応方法等を協議し、原則として、本事業の一環

として対応すること。 

（10）本事業は、その他状況の変化等により、契約の変更・追加・一部取止め等があり得る。 

（11）本事業の実施事業者になることを希望する者は、以下の各号とする。 

イ．予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐

人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別

の理由がある場合に該当する。 

ロ．予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

ハ．内閣府から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

ニ．令和04・05・06年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）において、内閣府大臣官房

会計課長から「役務の提供等」で「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格付けされ、関東・甲

信越地域の競争参加資格を有する者であること。 

ホ．資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であるこ
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と。 

ヘ．経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

ト．社会保険料等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保

険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう）に加入し、該当する制度の保険

料の滞納がないこと。 

チ．この入札書提出期限の直近１年間において、内閣府が所管する法令に違反したことによ

り送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表されたものに限る。）を

受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支

障を及ぼすおそれがないこと。 

 

17 問合せ先 

〒100-6090 東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング20階 

こども家庭庁支援局虐待防止対策課 池上/宮本（宮下） 

TEL：03-6771-8030 

E-Mail：jidounetwork@cfa.go.jp 

 

※ 照会は原則として電子メールで行うこととし、これに対する回答は、原則として電子メー

ルにより行う。なお、照会の内容は具体的に記述することとし、担当者の所属、氏名、電話

番号及びメールアドレスを明記すること。また、照会後、営業日２日経っても回答がない場

合は、到着確認の電話をすること。 

 

18 参考 

こども家庭庁 児童虐待防止対策 

https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai 

こども家庭庁 啓発活動 

https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/keihatsu-katsudou/ 

こども家庭庁 特設Webサイトこどもの虐待防止推進 

https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/ 

こども家庭庁 ヤングケアラーについて 

https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/ 

こども家庭庁 特設Webサイト「ヤングケアラーを知っていますか？」 

https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/ 

 

  

mailto:jidounetwork@cfa.go.jp
https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai
https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/keihatsu-katsudou/
https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/
https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/
https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/
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（別記） 

個人情報取扱特記事項 

 

（個人情報保護の基本原則） 

１ 受託者は、個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58

号）第２条第２項に規定するものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約に基

づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取

り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

２ 受託者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契

約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同

様とする。 

（業務従事者への周知） 

３ 受託者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受託者の指揮監督を受けてこの契約によ

る業務に従事している者（以下「業務従事者」という。）に対して、在職中及び退職後において

もこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契約の目的以

外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護の徹底について周知しなければならな

い。 

（適正な安全管理） 

４ 受託者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止そ

の他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また個人情報の

漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿

性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を行わなけれ

ばならない。 

（再委託の制限等） 

５ 受託者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。

また、再委託する場合にあっては、受託者は、再委託先（再委託先が委託先の子会社（会社法

（平成17年法律第86号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）

への必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（収集の制限） 

６ 受託者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成す

るために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

７ 受託者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た

個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

８ 受託者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た

個人情報を複写し、又は複製してはならない。 

（安全管理の確認)  

９ 発注者は、受託者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認す

ることとする。また、発注者は必要と認めたとき、受託者に対し個人情報の取り扱い状況につい

て報告若しくは資料の提出を求め、又は受託者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検

査することができる。 

発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受託者にお

ける管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年１回以上、原則とし

て実地検査により確認するものとする。 

（業務従事者の監督） 

10 受託者は、業務従事者に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的
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外利用を禁止するものとする。 

受託者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものと

し、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

受託者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関す

る誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を

義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。 

（改善の指示） 

11 発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受託者において個人情報の安全管理措置が

十分に講じられていないと認めたときは、受託者に対し、その理由を書面により通知かつ説明し

た上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。 

受託者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなけ

ればならない。 

（廃棄等） 

12 受託者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示があっ

たとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去

（以下「廃棄等」という。）しなければならない。なお、受託者がこの契約に基づく業務に関し

て知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速やかにその旨を書面で報告

するものとする。 

（事故発生時における報告） 

13 受託者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある

場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除

された後においても同様とする。 

（違反した場合の措置） 

14 発注者は、受託者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な

措置を求めることができる。 
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（別添１－１） 

■ 実施予定表（６月～10月） 
 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 

（１）総合事項 

進行管理  

 

 

 

 

    

（２）こどもの虐待防止推進 

クリエイティブ

（ポスター・リ

ーフレット）の

制作、印刷、梱

包・発送 

 

 

 

 

    

クリエイティブ

（普及啓発動

画）の制作、発

信・展開 

 

 

 

 

    

特設Webサイトの

運営 

 

 

 

 

    

こどもの虐待防

止推進全国フォ

ーラムwithとち

ぎ（仮称）の実

施 

 

 

 

 

    

オレンジリボ

ン・タイアップ

キャンペーンの

実施 

 

 

 

 

    

（３）ヤングケアラーの社会的認知度向上 

クリエイティブ

（ポスター・リ

ーフレット）の

制作、印刷、梱

包・発送 

 

 

 

 

    

クリエイティブ

（普及啓発動

画）の制作、発

信・展開 

 

 

 

 

    

特設Webサイトの

運営 

 

 

 

 

    

ヤングケアラー

出前講座（学生

向け）の実施 

 

 

 

 

    

ヤングケアラー

理解のためのタ

イアップキャン

ペーンの実施 

 

 

 

 

    

 

  

定例ミーティング（１か月に１回以上開催） 

デザイン制作 印刷 梱包・発送 

企画・構成検討 撮影・編集等 公開 

企画・構成検討 

コンテンツ制作 

公開 

企画・構成検討（共催者協議） 

企画・構成検討（関係自治体協議） 

リリース 

リリース 

企画準備 

更新① 更新② 

チラシ作成 

企画・構成検討 

参加校募集 

事業細部設計 

事業実施 

企画・構成検討 

更新① 

企画準備 

デザイン制作 印刷 梱包・発送 

企画・構成検討 撮影・編集等 公開 

企画・構成検討 

コンテンツ制作 

公開 

事業実施 

発信・展開 

発信・展開 

更新② 
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（別添１－２） 

■ 実施予定表（11月～３月） 
 11月 12月 令和７年１月 令和７年２月 令和７年３月 

（１）総合事項 

進行管理  

 

 

 

 

    

（２）こどもの虐待防止推進 

クリエイティブ

（ポスター・リ

ーフレット）の

制作、印刷、梱

包・発送 

 

 

 

 

    

クリエイティブ

（普及啓発動

画）の制作、発

信・展開 

 

 

 

 

    

特設Webサイトの

運営 

 

 

 

 

    

こどもの虐待防

止推進全国フォ

ーラムwithとち

ぎ（仮称）の実

施 

 

 

 

 

    

オレンジリボ

ン・タイアップ

キャンペーンの

実施 

 

 

 

 

    

（３）ヤングケアラーの社会的認知度向上 

クリエイティブ

（ポスター・リ

ーフレット）の

制作、印刷、梱

包・発送 

 

 

 

 

    

クリエイティブ

（普及啓発動

画）の制作、発

信・展開 

 

 

 

 

    

特設Webサイトの

運営 

 

 

 

 

    

ヤングケアラー

出前講座（学生

向け）の実施 

 

 

 

 

    

ヤングケアラー

理解のためのタ

イアップキャン

ペーンの実施 

 

 

 

 

    

 

定例ミーティング（ひと月に１回以上開催） 

イベント開催 

事業実施 

結果報告 

事業実施 

実績とりまとめ 

更新③ 

更新④ 

更新⑤ 

結果報告 

更新③ 更新⑥ 

結果報告 

結果報告 

更新④ 

更新⑥ 

発信・展開 

発信・展開 

更新⑤ 

事業実施 
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（別添２） 

謝金の単価について 
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